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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  キャビネット内に被処理製品を吊り下げ、かつ当該被処理製品を自転させながら、ショ
ット材を投射することにより被処理製品を研掃処理するショットブラスト装置であって、
  前記キャビネットの内部空間Ｓは水平断面形状が２ｎ＋２角形（ｎは２以上の整数）に
形成されると共に、当該キャビネットを構成する複数の側面の内の２つの側面には、前記
ショット材をキャビネット内に投射する投射口が形成されており、
　当該投射口が設けられる側面は、何れかの側面の両側に存在する面同士であり、
　当該投射口が形成される側面と、当該投射口が形成された面に対向する面以外の面に、
前記被処理製品を前記キャビネット内に出し入れする搬入出口が形成されていることを特
徴とする、ショットブラスト装置。
【請求項２】
  前記投射口にはショットを回転翼で投射する投射装置が設けられており、
  当該投射装置は、それぞれ回転翼の回転の向きが異なる、請求項１に記載のショットブ
ラスト装置。
【請求項３】
  前記キャビネットの内面は、弾力性を有する弾性シートで覆われており、前記搬入出口
は上下方向にスライドするシャッターにより開閉自在に形成されている、請求項１～２の
何れか一項に記載のショットブラスト装置。
【請求項４】
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  前記搬入出口には、前記シャッターが閉鎖されているか否かを確認するセンサーが設け
られており、当該搬入出口がシャッターにより閉塞されていなければ、ショット材が投射
されない、請求項３に記載のショットブラスト装置。
【請求項５】
  前記キャビネット内には、被処理製品を吊下げる為のハンガーを着脱自在に係止してお
り、
  当該ハンガーは、キャビネット内に保持される保持部が端部に形成された主軸と、当該
主軸を基端として延伸する、被処理製品を吊下げるフック部分を備えており、
  前記保持部はキャビネット内に軸周りに回動自在に設置され、
  前記フック部分における基端はハンガーの回転中心の外側に存在すると共に、当該フッ
ク部分はハンガーの回転中心に向かって延伸している、請求項１～４の何れか一項に記載
のショットブラスト装置。
【請求項６】
  ダイキャストにより製造された被処理製品を搬送する搬送路と、当該搬送路で搬送され
た被処理製品を研掃処理するショットブラスト装置とを含んで構成されたダイキャスト製
品製造システムであって、
  前記ショットブラスト装置は請求項１～５の何れか一項に記載のショットブラスト装置
が使用され、当該ショットブラスト装置は、キャビネット内に吊り下げられる被処理製品
が１又は２個であることを特徴とするダイキャスト製品製造システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショットとも称される粒状のショット材をダイカスト鋳造品等のワーク（被
処理製品）に投射してバリの除去等を行うショットブラスト装置に関し、特に装置全体を
コンパクトにしながらも斑なく短時間で研掃処理を行う事ができるようにしたショットブ
ラスト装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ショットブラスト装置としては、ワーク（被処理製品）をキャビネット（投
射室）内に吊り下げて、研掃位置で回転させてブラスト処理するハンガー式ショットブラ
スト装置が知られている。
【０００３】
　このようなハンガー式ショットブラスト装置としては、例えば特許文献１（特開２０１
０－０８２７２７号公報）が提案されている。この特許文献１では、ハンガー式ショット
ブラスト装置でありながら、複数のワーク（被処理製品）をキャビネット（投射室）内に
収容して処理することのできるショット処理装置が提案されている。
【０００４】
　即ち、この特許文献２に係るショット処理装置は、１個ないし複数個の被処理製品の筒
状部を保持できるシャフトを備えたショット処理用治具と、該ショット処理用治具を回転
保持する治具回転保持手段と、前記ショット処理用治具および治具回転保持手段が密閉さ
れる構造を有する投射室本体と、投射室本体に設置され被処理製品の方向に向けてショッ
ト材を投射する投射装置と、前記投射装置にて投射されたショット材を回収し繰り返し投
射装置に供給するショット材循環手段とを備えて構成されている。
【０００５】
　また、従前においてはワークをハンガーコンベヤのハンガーに掛けて連続的に研掃する
設備も提案されている。例えば特許文献２（実開平６－９８６４号公報）では、製品をハ
ンガーコンベヤのハンガーに掛けて連続的に研掃する設備における研掃室の製品入り口お
よび出口にそれぞれ配設される装置であって、箱体を成し製品入り口および製品出口をそ
れぞれ有しかつこれら製品入・出口のうち一方が前記研掃室を構成するキャビネットに連
通する入り口本体または出口本体と、この入り口本体７または出口本体の内部に支持軸を
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介して水平面内で回転可能に配設され上下方向へ指向する回転体と、この回転体に放射状
に装着された上下方向へ指向する複数の仕切り板と、前記支持軸に嵌着され前記ハンガー
コンベヤの移送用チェンと係合する鎖車と、前記入り口本体または出口本体の内面に取り
付けられ前記仕切り板の外側端にそれぞれ係合可能な複数のゴム板とを具備したハンガー
式ショットブラスト設備における製品入・出口装置が提案されている。
【０００６】
　更に特許文献３（特開２０１１－８３８８９号公報）には、被処理製品を吊金具で吊っ
て前記開口部から被処理製品セット位置へ搬入、搬出するための製品搬送装置を具備する
、所謂モノレール式ショットブラスト処理装置が提案されている。この文献では、鋳造工
程で砂が付着した鋳造品、又は、酸化スケールの付着した金属製品などの表面を満遍なく
処理すること、作業工程を減らすこと、及び、処理後にショット材をキャビネット外部へ
と飛散させることなく、被処理製品を搬出可能なショットブラスト処理装置及びその処理
方法を提供するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開平０５－０１６１３５号公報
【特許文献２】特開２０１０－０８２７２７号公報
【特許文献３】特開２０１１－８３８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ハンガー式ショットブラスト装置に関して、近年では処理能力を向上させる目的から、
前記特許文献２に開示されているように、ハンガーコンベヤを使用して、ハンガーに掛け
たワークを連続的に研掃する設備が主流になっている。また、特許文献３に開示されてい
るように、モノレール式ショットブラスト処理装置を使用して、製造ラインに組み込むこ
とも提案されている。
【０００９】
　しかしながら、かかる特許文献２や３で提案されている様なショットブラスト装置では
、その周辺設備との組み合わせから、設備自体が大型化してしまい、一旦設置した場合に
は、その場所を変更する事が困難になってしまう。この為、製造ラインの変更が生じた場
合には対処が困難であった。
【００１０】
　そこで本発明では、ショットブラスト装置を小型化し、任意の製造ラインに設置でき、
また移動も容易であって、製造ラインの変更にも十分に対応でき、更に製造ラインにイン
ラインで設置できるショットブラスト装置を提供する事を第一の課題とする。
【００１１】
　また、ショットブラスト装置の小型化に際しては、キャビネットを小型化する事が考え
られるが、この場合でもワークに対するショットブラスト処理（以下、「研掃処理」とも
いう）の能力を低下させることのないように注意しなければならない。
【００１２】
　即ち、キャビネットを小型化した場合には、当該キャビネット内における（投射された
）ショット材の動向も十分に考慮しなければならず、特にワークに対する研掃処理を均等
に行う為には、小型化したキャビネット内に於いても、ショット材がワーク全体に対して
均等に当たる様に工夫しなければならない。更に当該ショットブラスト装置の処理能力を
考えれば、１回あたりの鋳造サイクルにあった処理時間も短くするのが望ましい。
【００１３】
　そこで本発明は、小型化したキャビネットに於いても、ワーク全体に対して均等に研掃
処理を行う事ができ、更に１回あたりの研掃処理時間を短くすることのできるショットブ
ラスト装置を提供する事を第二の課題とする。
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【００１４】
　更にアルミニウムなどのダイカスト製品の製造に際しては、インゴットの溶解、金型へ
の配湯、鋳造、仕上げ、ショットブラストの工程が行われる。そしてこの工程において、
ランナーやオーバーフローなどの部分を取り外す仕上げ工程では、被処理製品（以下、「
ワーク」とも言う）が１個ずつ製造ラインに供給されることになる。依って当該ショット
ブラスト工程においても、被処理製品を１個ごとに研掃処理できれば、製造ラインにおけ
る待ち時間を減じることができ、製造管理も容易に行うことができる。
【００１５】
　そこで本発明では、ダイカスト製品の製造に際して、ワークを１個ずつ搬送して加工・
処理することのできるダイカスト製品の製造ラインを提供することを第三の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明では、前記課題の少なくとも何れかを解決する為に、キャビネットを小型化し、
当該キャビネット内に自転するハンガーを係止するように構成したショットブラスト装置
において、ショット投射機の設置およびキャビネットの形状に新規な工夫を施したショッ
トブラスト装置を提供するものである。
【００１７】
　即ち本発明では、前記課題の少なくとも何れかを解決する為に、キャビネット内に被処
理製品を吊り下げ、かつ当該被処理製品を自転させながら、ショット材を投射することに
より被処理製品を研掃処理するショットブラスト装置であって、前記キャビネットの内部
空間は水平断面形状が２ｎ＋２角形（ｎは１以上の整数）に形成されると共に、当該キャ
ビネットを構成する複数の側面の内の何れか１以上の側面には、前記ショット材をキャビ
ネット内に投射する投射口が形成されているショットブラスト装置を提供する。
【００１８】
　上記キャビネットの内部空間とは、被処理製品を収容して研掃処理を実施する空間であ
り、即ちショット材が打ち出される空間である。そして本発明にかかるショットブラスト
装置では、当該空間の水平断面形状（即ち横断面形状）が、四角形、六角形、八角形など
２ｎ＋２角形（ｎは１以上の整数）となるように形成する。
【００１９】
　研掃処理を実施するキャビネットの内部空間を、水平断面形状が２ｎ＋２角形（ｎは１
以上の整数）となるように形成していることから、何れかの側面からショット材（以下「
投射材」とも言う）を投射した場合でも、当該投射したショット材は対向する内壁面に当
たり、その跳ね返りにより、被処理製品の反対側に対してもショット材を当てることがで
きる。よって、キャビネットの容積を小さく形成した場合であっても、当該小さい空間を
最大限利用して、キャビネット内に設置した被処理製品を効果的に研掃処理することがで
きる。
【００２０】
　なお本発明においては、当該キャビネットの内部空間の形状、特に水平断面形状を規定
するものであり、その外形や、縦断面形状については特に制限するものではない。したが
って、当該キャビネットの外形や、縦断面形状については、任意に形成する事ができる。
【００２１】
　そして本発明にかかるショットブラスト装置において、投射したショット材の跳ね返り
を有効かつ確実に利用する為には、前記キャビネットの内部空間の水平断面形状を六角形
（即ち、ｎ＝２）に形成することが望ましく、更に投射口を２つの側面に設け、当該投射
口が設けられる側面は、各面に対する垂線の交差角が１２０°となる面同士、即ち何れか
の面の両側に存在する面同士である事が望ましい。
【００２２】
　このように当該水平断面形状を六角形に形成した場合には、投射口が形成された面に対
向する面を広くすることができ、その結果、跳ね返るショット材の動向を予想しやすくな
り、安定した品質で研掃処理を実施することができる。更に当該水平断面形状を六角形に
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形成して交角が１２０°となる向きでショット材を投射する事により、ショット材を投射
する側の面及びこれに対向する面（ショット材が当たる面）の組合せの他に、少なくとも
２つの面を確保する事ができる。そして、この２つの面の内の少なくとも何れかを、被処
理製品をキャビネット内に出し入れする為の搬入出口とすることにより、ショット材を直
接搬入出口に向けて投射する事態を無くす事ができ、当該ショット材が搬入出口近傍に蓄
積するといった問題を回避する事ができる。
【００２３】
　そして前記の投射口には、ショット材を投射する為に、当該ショット材を回転翼で投射
する投射機が設けられる。そしてキャビネット内に前記投射口が２つ設けられる場合、各
投射口に設けられる投射機同士は、それぞれ回転翼の回転の向きが異なる事が望ましい。
例えば何れかの投射機の回転翼が上向きに回転する場合、他の投射機の回転翼は下向きに
回転するように形成する事ができる。更に何れかの投射機の回転翼が上下方向に回転する
場合、他の投射機の回転翼は横方向に回転するように形成する事ができる。この様に形成
する事により、当該ショット材を様々な方向に投射することができ、よって被処理製品に
対して、様々な方向からショット材を当てることができる。そして当該被処理製品をキャ
ビネット内で回転させる事により、より均等に研掃処理を実施する事ができる。
【００２４】
　即ち、本発明に係るショットブラスト装置は、ダイキャスト製品の製造ラインに組み込
むことができるように、1個ずつ搬送されるワークを加工・処理できるようにキャビネッ
トを小型化したものである。そしてこの様に小型化したキャビネットに於いても均等且つ
短時間でワークを研掃できるようにするべく、前記の様にキャビネットの形状や、投射機
から投射されるショット材の投射方向を工夫したものである。更に、キャビネットを小型
化する事により、研掃処理に使用するショット材の使用量を減じ、また投射機に設けられ
るモーターも小型化し消費電力を減じる事ができ、よってランニングコストを抑えたショ
ットブラスト装置とするものである。
【００２５】
　更に本発明に係るショットブラスト装置では、前記キャビネットを構成する何れかの側
面には、被処理製品をキャビネット内に出し入れする為の搬入出口を設けると共に、この
搬入出口は上下方向にスライドするシャッターにより開閉自在に形成されている事が望ま
しい。
【００２６】
　キャビネット内に対するワークの搬入出口は、研掃処理の間中、投射したショット材が
キャビネット外に放出されることのないように閉鎖されていることが必要である。そして
この搬入出口を閉鎖するものとして、蝶番等で止めた何れかの一辺を軸に弧を描いて開閉
するドアを設置することも考えられる。しかしながら、かかるドアの開閉に際して、当該
ドアは弧を描いて移動することから、当該ドアの内側に付着したショット材も、ドアの移
動範囲に広く散乱してしまう事が考えられる。そこで、このような搬入出口の開閉に伴う
ショット材の散乱を阻止するべく、当該搬入出口は上下方向にスライドするシャッターに
より開閉することが望ましい。
【００２７】
　また本発明では、前記課題の少なくとも何れかを解決する為に、ショットブラスト装置
において好的に使用することのできる被処理製品のハンガーであって、キャビネット内に
被処理製品を係止して軸周りに回転する被処理製品のハンガーを提供する。即ち、ショッ
トブラスト装置におけるキャビネット内に着脱自在に係止される、被処理製品を吊下げる
為のハンガーであって、当該ハンガーは、キャビネット内に保持される保持部が端部に形
成された主軸と、当該主軸を基端として延伸している被処理製品を吊下げるフック部分を
備えており、前記保持部はキャビネット内に軸周りに回動自在に設置され、前記フック部
分における基端はハンガーの回転中心の外側に存在すると共に、当該フック部分はハンガ
ーの回転中心に向かって延伸しているハンガー式ショットブラスト装置に使用されるハン
ガーを提供する。
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【００２８】
　かかるハンガーは、例えば保持部が形成された主軸をクランクシャフトのように凸状に
曲折させて形成すると共に、この主軸において凸状に曲折することにより出っ張った部分
にフック部分を設けて形成することができる。このように形成したハンガーにおいては、
フック部分に被処理製品を吊り下げる際、当該被処理製品が主軸の保持部同士間（即ち回
転中心）に存在するように吊り下げることにより、当該被処理製品は、主軸の保持部にお
いて回転することができる。したがって、当該主軸の保持部をキャビネットにおける横断
面の中心に設けることにより、当該被処理製品は、キャビネット内の中心で回転すること
ができる。
【００２９】
　そして、例えばキャビネットの内部空間の水平断面形状を六角形に形成し、何れかの面
の両側に存在する面に投射口を形成した場合には、当該投射口から投射されるショット材
はキャビネットの中心を回転する被処理製品に向かって投射されることになり、被処理製
品の表面全体に、ほぼ均等にショット材を当てることができる。したがって、このハンガ
ーを使用したショットブラスト装置により研掃処理を行うことにより、装置全体を小型化
しながらも、被処理製品を均等に研掃することができ、且つ短時間で研掃処理を行うこと
が可能になる。
【００３０】
　また本発明では、前記課題の少なくとも何れかを解決するために、前記ショットブラス
ト装置を用いて形成されたダイキャスト製品の製造システムを提供する。
【００３１】
　即ち、ダイキャストにより製造された被処理製品を搬送する搬送路と、当該搬送路で搬
送された被処理製品を研掃処理するショットブラスト装置とを含んで構成されたダイキャ
スト製品製造システムであって、前記ショットブラスト装置は、前記本発明にかかるショ
ットブラスト装置が使用され、当該ショットブラスト装置は、キャビネット内に吊り下げ
られる被処理製品が１又は２個であることを特徴とするダイキャスト製品製造システムで
ある。
【００３２】
　かかるダイキャスト製品製造システムにおいて、ベルトコンベアなどで構成される搬送
路に供給される被処理製品は、ランナーやオーバーフローなどの部分を取り外す仕上げ工
程が完了した被処理製品であっても、鋳造された被処理製品であっても良いが、少なくと
も研掃処理が施されるべき被処理製品である。
【００３３】
　また、この搬送路によって搬送される被処理製品は、１個ずつ並べられることにより、
連続的に被処理製品を搬送することができ、これにより何れかの加工・処理ブースにおい
て、被処理製品が留まってしまうといった事態を回避することができる。
【００３４】
　そして本発明にかかるショットブラスト装置により、被処理製品を１個又は２個ずつ研
掃処理することができるのであるから、ダイキャスト製品の製造ライン全体において、何
れかのワーク・ステーションにワークが留まってしまうことがなくなる。よって製造工程
におけるアイドル時間（待ち時間）を大幅に削減し、工程内リードタイム（＝待ち時間＋
作業時間＋移動時間）の短縮化を図ることができる。この為、当該ダイキャスト製品の製
造ラインに設置されるショットブラスト装置は、キャビネット内に吊り下げられる被処理
製品が１又は２個であり、短時間で少量の被処理製品に対して研掃処理を実施するもので
あることが必要である。
【発明の効果】
【００３５】
　上記本発明にかかるショットブラスト装置によれば、ショットブラスト装置を小型化し
ていることから、ダイキャスト製品の製造ラインなどにも設置することができ、特に当該
製造ラインにインラインで設置する事が可能になる。よって被処理製品の生産管理・工程
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管理を簡素化することができる。また、製造ラインを搬送される被処理製品（１個）ごと
に研掃処理を実施できることから、工程内リードタイムを大幅に短縮することができる。
【００３６】
　特に本発明にかかるショットブラスト装置では、このような少量の被処理製品について
も研掃処理を実現できるようにキャビネットを小型化しながらも、キャビネット内におけ
るショット材の動向を考慮した結果、被処理製品の何れかの部位を研掃し過ぎたり、何れ
かの部位の研掃処理が十分でない等の問題をなくして、被処理製品全体を均等に研掃する
ことができるようになっており、更に研掃時間を大幅に短縮すると共に、一回の研掃処理
で使用するショット材の量も大幅に減じることでランニングコストを削減できるようにな
っている。そして使用するショット材の使用量を減じることで、モーターも小型化が可能
であり、その消費電力を抑えて、よりランニングコストを削減することができる。
【００３７】
　そして、当該ショットブラスト装置を小型化していることにより、仮に製造ラインの変
更や移設があった場合でも迅速に対応することができるようになっている。
【００３８】
　更に、ショットブラスト装置では、その小型化に際してキャビネットを小型化すること
が可能であり、投射したショット材の跳ね返りなども利用することにより、被処理製品に
対するショットブラスト処理（以下、「研掃処理」ともいう）の能力を低下させることが
なく、被処理製品に対する研掃処理を均等且つ迅速に行うことのできるショットブラスト
装置を提供できる。
【００３９】
　更にダイカスト製品の製造に際して、インゴットの溶解、金型への給湯、鋳造、仕上げ
、ショットブラストの工程が行われ、仕上げ工程では被処理製品を１個ずつ製造ラインに
供給する場合であっても、研掃処理も１個ずつ行うことができるようにすることで、製造
ラインにおける待ち時間を減じることができ、製造管理も容易に行うことができるように
なっている。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本実施の形態に係るショットブラスト装置を示す側面透視図
【図２】本実施の形態に係るショットブラスト装置のキャビネットの横断面図
【図３】本実施の形態に係るショットブラスト装置のキャビネットの縦断面図
【図４】他の実施の形態に係るショットブラスト装置のキャビネットの横断面図
【図５】本実施の形態に係るショットブラスト装置のキャビネットの正面透視図
【図６】他の実施の形態に係るショットブラスト装置のキャビネットの縦断面図
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、図面を参照しながら、本実施の形態にかかるショットブラスト装置１０を具体的
に説明する。
　この実施の形態にかかるショットブラスト装置１０は、図１に示すように、被処理製品
であるワークＷを収容するキャビネット２０と、このキャビネット２０における投射口２
２に設けられたショットの投射装置３０と、キャビネット２０内に投射されたショット材
を回収するショット材回収口２４から出てきたショット材をホッパ４０に移送するショッ
ト搬送装置４２と、キャビネット２０内で生じたダストを吸い取る集塵機（又は「吸塵機
」。以下同じ。）への吸い込み口を備えて構成されている。
【００４２】
　このように形成されたショットブラスト装置１０においては、ホッパ４０から供給され
たショット材を、投射装置３０により、投射口２２からキャビネット２０の内部空間Ｓに
投射する。特に、本実施の形態において使用するショット材としては、例えば、球径０．
３ｍｍ～１．０ｍｍのステンレス球を用いることができる。そしてキャビネット２０のサ
イズを小さくしていることから、使用するショット材の量を大幅に削減することができる
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。
【００４３】
　そして投射口２２から投射されたショット材は、キャビネット内に吊り下げられたワー
クＷにあたり、ワークＷに付着しているバリ等を除去してワークＷを研掃する。特に本実
施の形態では、アルミダイキャストなどによって成型された鋳造品とすることができ、当
該鋳造品は後述するハンガー５０に吊り下げた状態で、キャビネット２０内にセットされ
ることになる。
【００４４】
　そして投射されたショット材は、ワークＷに当たった後、キャビネット２０内に落下す
ることになる。この落下したショット材は、キャビネット２０の底面などに形成されたシ
ョット材回収口２４からキャビネット２０の外に移動し、そしてバケットエレベータなど
のショット搬送装置４２によって、再びホッパ４０内に回収される。
【００４５】
　更に、キャビネット２０内に収容されるワークＷは、その外面全体を均等に研掃処理す
る為に、研掃処理中は回転させる事が望ましい。そこで、図１に示すショットブラスト装
置１０では、キャビネット２０の上面には、ワークＷを吊下げる軸を軸周りに回転させる
為のモーターなどの回動手段２３を設置している。また、このキャビネット２０内におけ
るワークＷの回転は、その回転数（回転速度）や回転方向を任意に変更できるように構成
するのも望ましい。この場合、回転手段の回転数（回転速度）や回転方向を変速機その他
の方法で制御する事ができる。
　また、この図１において、キャビネット２０から排出されるショット材、及びホッパ４
０から供給されるショット材を、夫々案内する為、配管・チューブ等の移送手段４６を設
けている。
【００４６】
　そして、被処理製品となるワークＷが例えば鋳物などである場合には、研掃処理に際し
て、ワークＷから取り除かれたバリ等のダストが発生する。そこでこの様なダストをキャ
ビネット２０内から迅速に取り出す為に、当該キャビネット２０の上面には、集塵機につ
ながる排気管４８が設けられている。特にこの実施の形態に係るショットブラスト装置１
０では、キャビネット２０の容積を小さくしている事から、当該集塵機の大きさも小型化
する事ができ、これにより当該ショットブラスト装置１０の移設などを容易にすることが
でき、また製造ラインへの設置を可能としている。
【００４７】
　特に本実施の形態にかかるショットブラスト装置１０では、前記研掃処理を実施するキ
ャビネット２０は、水平断面形状が六角形に形成されている。図２は当該キャビネット２
０の水平断面図であり、図３におけるＡ－Ａ矢視図である。この図２に示すように、水平
断面形状が六角形に形成されたキャビネット２０において、ワークＷの搬入出口２８に対
向する面の両側に存在する夫々の面には、ショット材をキャビネット２０内に投射する投
射口２２が形成されている。そして各投射口２２には、ショット材を回転翼３２などによ
り付勢して投射する投射装置３０が設けられている。
【００４８】
　投射装置３０によって付勢されたショット材は、投射口２２からキャビネット２０内に
打ち出され、本実施の形態では六角筒状に形成されたキャビネット２０の軸心方向（中心
方向）に向けて投射されている。この時、投射口２２が形成されている面は、六角筒にお
ける何れかの壁面の両側に存在する面に形成されていることから、各投射口２２から投射
されるショット材はキャビネット２０の軸心位置において１２０°に交差することになる
。
【００４９】
　以上のように投射口２２を形成してショット材を投射することにより、当該ショット材
は、直接ワークＷの搬入出口２８に向かって投射されることはなくなり、ショット材の漏
洩などの問題を解消することができ、またワークＷの搬入出口２８の損傷を阻止すること
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ができる。更に、当該ショット材は、交差する向きに投射されることから、何れかの投射
口２２から投射されたショット材が、他の投射口２２に入り込むといった事態を極力回避
することができる。
【００５０】
　各投射口２２から中心に向けて投射されたショット材は、被処理製品であるワークＷに
当たり様々な方向に反射する他、ワークＷに当たらなかったショット材は、対向する内面
に当たって反射し、当該ワークＷの反対側の面を研掃処理することができる。よってこの
実施の形態にかかるショットブラスト装置１０では、キャビネット２０内に２方向からシ
ョット材を打ち出しながらも、ワークＷにおける４方向において研掃処理を実施できる様
に構成されている。
【００５１】
　また、各投射口２２に設けられるそれぞれの投射装置３０は、相互に回転翼３２の回転
方向が逆向きになるように設置されている。即ち、図３に示すように、何れかの投射装置
３０（図３における左側の投射装置３０Ｌ）は、上から下に向かってショット材を投射す
るように回転翼３２が回転し、他方の投射装置３０（図２における右側の投射装置３０Ｒ
）は、下から上に向かってショット材を投射するように回転翼３２が回転している。この
ような回転翼３２の回転方向の違いは、例えば回転翼３２を回転させるモーターを相互に
逆向きに設置することによっても実現できる。
【００５２】
　なお、当然のことながら、研掃対象となるワークＷの形状次第では、各投射装置３０が
同じ向きにショット材を投射するように構成することもできる。また、何れかの投射装置
３０を、回転翼３２の回転方向が横向きになるように設置し、他方の投射装置３０を、回
転翼３２の回転方向が縦向きになるように設置することもできる。このようにショット材
の投射方向を様々な組み合わせで調整することにより、例えばワークＷが穴部や入り組ん
だ部分を有する場合など、単一の方向からショット材を投射しただけでは十分に研掃でき
ないワークＷであっても、隅々まで研掃処理を行うことが可能になる。
【００５３】
　更に、上記のように投射したショット材が、対向する壁面に当たって、その反射により
ワークＷの反対側の面を研掃する場合には、図４に示すように、キャビネット２０の内面
を弾力性を有する弾性シート２６等の材料で覆うことも望ましい。例えば、当該キャビネ
ット２０の内面を合成ゴム又は天然ゴムからなる弾性シート２６で覆うことにより、投射
口２２から射出されたショット材は、当該弾性シートに跳ね返されて、運動エネルギーの
減衰を極力小さくして、ワークＷを研掃することができる。また、かかる弾性シート２６
でキャビネット２０の内面をカバーすることにより、ショット材によるキャビネット２０
の内壁面の磨耗も予防することができ、耐久性に優れたショットブラスト装置１０とする
ことができる。
【００５４】
　図５は、本実施の形態におけるショットブラスト装置１０のワークＷの搬入出口２８を
示す要部正面図である。特に本実施の形態にかかるショットブラスト装置１０では、ワー
クＷの搬入出口２８の開閉動作に際して、キャビネット２０内のショット材が外部に散乱
されることのないように、上下方向にスライド自在に配置されたシャッターによって、当
該ワークＷの搬入出口２８を開閉するように構成している。かかるシャッターは、例えば
ワークＷの搬入出口２８の左右方向における開口端面に上下方向に延びる溝を形成し、こ
の溝内に板状のシャッターを保持することにより、上下方向にスライド自在とする事がで
きる。
【００５５】
　またショット材は、研掃処理に際してワークＷの搬入出口２８の近傍に堆積する事も考
えられる。そこでこの様な場合には、当該ワークＷの搬入出口２８の下方に、外側に向か
って広がるフランジ状の受け部分（図示せず）を形成し、当該フランジ状の受け部分で、
シャッターの上下動（即ち、ワークＷ搬入出口２８の開閉）に際してこぼれ出るショット
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材を受け、これをキャビネット２０内に戻すようにする事が望ましい。
【００５６】
　更に、このワークＷの搬入出口２８には、閉鎖されているか否かを確認するセンサーを
設けることが望ましい。即ち、ワークＷ搬入出口２８が前記したシャッターなどにより閉
塞していなければ、ショット材が投射されない様に形成する事が望ましい。ショットブラ
スト装置１０における研掃処理時の安全性を高める為である。このようなセンサーは例え
ばシャッターが下りている時に通電するスイッチやセンサーなどを使用する事ができる。
【００５７】
　図６は、ショットブラスト装置１０で好適に使用することのできるハンガー５０を使用
した例を示す縦断面図である。この図に示すワークＷのハンガー５０は、クランクシャフ
ト状に形成された主軸５２の上下端がキャビネット２０内に保持されている。より具体的
には、主軸５２の上端は、当該主軸５２を軸周りに回転させるモーターなどの回動手段２
３に取り付けられ、下端はキャビネット２０の底面に形成された穴内に収容されている。
この状態で主軸５２が軸周りに回動する事により、主軸５２において横方向に凸状に出っ
張っている部分５４は、当該主軸５２の回転中心の周りを回る事になる。
【００５８】
　そしてこの主軸５２の凸状に形成されている箇所５４には、当該ハンガー５０の回転中
心に向かって伸びるフック部分５６が形成されている。特に本実施の形態では、当該フッ
ク部分５６は２ヶ所に形成されており、且つ当該ハンガーの回転中心を超える長さで形成
されている。なお、当該フック部分５６の先端は、係止したワークＷが研掃処理に際して
落下することのないように、上向きに曲折させる事もできる。また当該フック部分５６を
１つ形成しても良い。更に当該主軸５２は、モーターの回転軸又は当該回転軸から延伸す
る軸に対して着脱自在に設けることも望ましい。例えば、当該モーター等の回動手段２３
の軸部から延伸する先端をリング状に形成すると共に、当該主軸５２の上端をリングに係
止する鉤状に形成する事もできる。
【００５９】
　この様に形成したハンガー５０を使用する事により、研掃処理に際してハンガー５０が
軸周りに回転したとしても、ワークＷは常に回転中心に存在する事ができ、よって各投射
口２２とワークＷとの距離を大凡一定に保つ事ができる事から、均等に研掃処理を行う事
ができる。
【００６０】
　そして、本実施の形態に係るショットブラスト装置１０は、そのキャビネット２０の大
きさを、図５や図６に示すように１つ又は２つのワークＷを収容できる大きさに形成する
事により、ダイキャスト製品の製造ラインにインラインで組み込んだ場合であっても、搬
送路で移送されてくる各ワークＷ毎に研掃処理を行う事ができ、よってワークＷのアイド
ル時間を大幅に削減する事ができる。
【００６１】
　更に、この様にキャビネット２０の容積を小さくする事により、一回の研掃処理で使用
するショット材の量を少なくすることができ、更に研掃処理に際して生じたダストを吸引
する為の集塵機を小型化する事ができ、容易に設置・移動する事ができる。
【００６２】
　更に、上記の様に形成することで、ショットブラスト装置１０全体を小型化する事がで
き、これにより製造ラインの変更や移設があった場合でも柔軟に対応する事ができる。
【符号の説明】
【００６３】
１０：ショットブラスト装置，　　２０：キャビネット，　　２２：投射口，　　２３：
回動手段，　　２４：ショット材回収口，　　２６：弾性シート，　　２８：搬入出口，
　　３０：投射装置，　　３２：回転翼，　　４０：ホッパ，　　４２：ショット搬送装
置，　　　　４６：移送手段，　　４８：排気管，　　５０：ハンガー，　　５２：主軸
，　　５６：フック部分，　　Ｓ：内部空間，　　Ｗ：ワーク
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